
 

5 
 

静岡県の経済産業政策について 

（静岡県経済産業ビジョンから抜粋） 

 

・  県では、本県の「場の力」である人、技、物などの地域資源を新たな視点で

組み合わせて活用する「ものづかい」の考え方を基本に、新しい価値を生み

出す「ものづくり」を振興するため、「静岡県の地域資源の活用と新しい価

値の創造によるものづくりの振興に関する条例（一流のものづくり・ものづ

かい振興条例）」を制定した（平成 23 年 3 月施行）。 

・  また、静岡県総合計画「富特有徳の理想郷“ふじのくに”づくりのグランドデザイン」を着

実に実施するため、「一流のものづくり・ものづかい振興条例」の実施計画として、「経済産

業ビジョン」を制定（平成 23 年 3 月）し、施策の目的、目標、手段を具体的に表した。 

 

 

経済産業ビジョンの位置付け 

（計画期間：平成 22 年度～平成 25 年度） 
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成長戦略の基本的な考え方 

（１）ふじのくにグリーンニューディール  

「ふじのくにグリーンニューディール」では、多彩で高品質な農林水産物等を新しい視

点で活用する「食の都」づくりや６次産業化を推進し、食関連産業を中心に内需の拡大

を図ります。 

 

（２）ふじのくに新産業創出プロジェクト  

「ふじのくに新産業創出プロジェクト」では、県内の地域企業が、自社の保有する技術

や人材、経営戦略に応じて、多様な産業から最適な分野を選択し、新しい事業に参入で

きるように、多くのリーディング産業が並び立つ多極的な産業構造の構築に取り組みま

す。 

• 本県の産業は、平成18年に約16兆円の県内総生額（名目）を生み出しており、全国有

数のものづくり県として、優れた人材や生産基盤、高度な技術を有していますが、需

要不足により潜在的な生産力を十分に生かしきれておりません。  

• このため、人・技・物等の資源を新たな視点で組み合わせて活用する「一流のものづ

かい」と、国内外のニーズを的確に捉え、新しい価値を持つ商品やサービスを生み出

す「一流のものづくり」により、新しい需要を創出していくことが求められます。  

• アジア地域では、今後10年間で中間所得層が約20億人に達すると言われており、世界

の消費市場に成長すると見込まれています。また、国内では、環境や健康に対する消

費者意識の高まりから、電気自動車、太陽光発電等の環境分野や、医療機器、機能性

食品、生活支援ロボット等の健康分野の需要拡大が期待されています。  

• こうしたことから、「ふじのくに新産業創出プロジェクト」により、輸送用機器や電気

機器に加えて、環境や医療・福祉機器、航空宇宙、ロボットなどの成長分野の産業を

育成していきます。 

 

（３）産業を支える人材の育成  

成長分野の産業を興し、新しい産業構造を構築する原動力となるのは、優れた人材です。

このため、新たな価値を創造するチャレンジ精神あふれる企業家や農林漁業者、専門知

識を有する技術者、先端的な研究者などの人材の育成、確保に取り組みます。 

 

 

成長戦略の目指す姿  

（１）本県の経済発展を支えてきた「ものづくり」では、集積された人材や技術を生かし、イノ

ベーションを起し付加価値の高い製品を生み出す先端的「ものづくり県」を目指します。  

（２）健康や環境など成長分野の産業を興し、国内外の経済情勢の変化に適応できる多極的な産

業構造の構築を目指します。  

（３）多彩で豊かな農林水産物や世界に誇れる食文化を活かして食関連産業を強化し、県民誰も

が食の豊かさを実感でき、国内外の人を引き付ける「食の都」を目指します。 
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ふじのくに新産業創出プロジェクト 

 

本県の経済を牽引してきたものづくり産業は、世界市場で競争力を有する大企業と、それを支

える優れた技術を保有する多様な地域企業が、車の両輪となって発展してきました。今後、国内

市場では、生産年齢人口の減少や消費者ニーズの変化に対応するとともに、拡大が期待される新

興国市場では、現地企業の技術力の向上や中間所得層の拡大に対応していくことが必要となりま

す。  

このため、地域企業が取り組む付加価値の高い製品や新しい技術、サービス、素材等の開発、

新興国市場の販路開拓などを支援し、本県のものづくり産業の持続的な発展を図ります。  

 

（１）地域企業の成長分野への参入促進  

• 本県の輸送用機器、電気機器を中心としたものづくり産業には、金型、切削、鍛造、

鋳造などの優れた技術を保有する地域企業が集積しています。こうした技術力を活か

して、太陽光発電や小型電気自動車などの環境分野に加えて、医療・介護機器やロボ

ット、航空宇宙など新しい分野へ参入する地域企業を支援し、付加価値の高い製品を

作り出す産業の集積を図ります。 

（２）静岡新産業集積クラスターの連携推進 

①ファルマバレープロジェクトの推進  

②フーズ･サイエンスヒルズプロジェクトの推進  

③フォトンバレープロジェクトの推進 

（３）地域企業の海外展開の支援 

（４）スポーツ関連産業の振興 

（５）物流産業の創出 

（６）企業立地の促進 

（７）成長分野の試験研究の推進 
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「一流のものづくり・ものづかい振興条例」前文 

 

静岡県は、豊かな水や森林等の資源に恵まれ、また、東西の大都市圏の中間

的な位置にあることから、人・技・物が活発に交流し、これらが融合したこと

によって地域独自の潜在力である「場の力」が蓄積されてきた。 

この「場の力」を活かして、本県には、進取の気質と報徳の精神を備えた多

くの企業家が生まれ、その結果、「ものづくり」は、本県経済の発展と県民生

活の向上に大きく寄与してきた。 

現在、世界経済は、経済成長を続ける新興国の台頭や環境問題への対応など、

新しい枠組みや価値観への転換期にあり、「ものづくり」を取り巻く状況は、

大きく変わりつつある。 

このような時に、本県のものづくり産業が引き続き発展していくためには、

「ものづくり」に携わる人たちが、地域の優れた人・技・物等の資源を新しい

視点で組み合わせて活用する「一流のものづかい」と、人々のニーズを的確に

捉えた、新しい価値を持つ商品やサービスを生む「一流のものづくり」を実践

していくことが重要である。 

「一流のものづくり」と「一流のものづかい」ができる人材が育つことによ

り、本県の「場の力」が持続的に高まり、産業の発展や交流人口の増加につな

がっていく。 

こうした認識の下に、県、ものづくり事業者、関係団体及び県民が、共に力

を合わせて、ものづくり産業の発展を支えることにより、本県経済の発展及び

県民の豊かな暮らしの実現に寄与するため、この条例を制定する。 
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